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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の骨部分と第二の骨部分に跨がるように適合させた長さを有し、上面と、骨に接す
る底面と、前記上面および前記底面を貫いて形成された複数の穴とを有するプレートであ
って、前記複数の穴のうち第一の穴が前記複数の穴のうち第二の穴から前記プレートの長
さ方向に空間的に隔たっており、前記第一の穴は前記第一の骨部分と整列可能であり、前
記第二の穴は前記第二の骨部分と整列可能であり、前記第一の穴および前記第二の穴はそ
れぞれ第一の固定部材および第二の固定部材を受けるように適合させてある、プレートと
、
　前記第一の穴と前記第二の穴の間に位置して前記プレートの底面より下に凹ませてある
第三の穴であって、前記第三の穴を貫いて挿入される第三の固定部材が前記第一の骨部分
から前記第二の骨部分の中へ延び出すように前記第三の穴の軸線が前記プレートの長手方
向軸に対して傾けてあり、前記第三の穴の上方の位置には前記プレートを貫く開口が形成
されていて、前記第三の固定部材が当該開口を通過して前記第三の穴の中へ挿入可能であ
る、第三の穴と
を備えてなる整形外科用インプラント。
【請求項２】
　請求項１に記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記第三の穴が、前記プレートの前記底面に対して下向きに斜めに延び出したリブに配
置されている
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ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項３】
　請求項２に記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記リブが前記開口より下に配置されている
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記リブが前記プレートの前記底面から外へ延び出している
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項５】
　請求項２～４のいずれかに記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記リブが前記プレートの長手方向軸に対して３０°と６０°の間の角度で傾いている
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記開口が前記プレートの前記上面から前記底面まで達する側壁によって画成されてお
り、前記側壁は、前記開口を通して前記第三の穴の中へ第三の固定部材の挿入を可能とす
る寸法にできている
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項７】
　請求項６に記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記第三の穴が前記第三の固定部材の頭部と接するように適合させた座を含んでなり、
前記第三の固定部材の前記頭部は、前記開口を通って前記座に接するように挿入可能であ
る
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項８】
　請求項７に記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記第三の固定部材の前記頭部は、前記座に接するときに前記開口より下に配置される
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記プレートが固定ピンを受けるように適合させた少なくとも一つの穴を有する
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記プレートが第一の固定ピンを受けるように適合された丸穴と、第二の固定ピンを受
けるように適合された長穴とを有する
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記プレートが前記第一および第二の骨部分の湾曲に適合するように湾曲しており、前
記プレートの前記湾曲が前記固定部材を前記複数の穴を通して互いに傾いて挿入されるよ
うに配置する
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれかに記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記複数の穴のうちの少なくとも３つが三角形の角の所に配置され、または前記複数の
穴のうちの少なくとも４つが四辺形の角の所に配置されている
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項１３】
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　請求項１～１２のいずれかに記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記第一および第二の穴に前記第一および第二の固定部材と係合するためのねじ切りが
してある
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれかに記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記第一および第二の骨部分が関節で隔てられた第一および第二の骨であり、前記第一
の穴が前記第一の骨と整列し、前記第二の穴が前記第二の骨と整列するように前記プレー
トの長さが前記関節を跨ぐように適合させてある
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれかに記載の整形外科用インプラントを備えてなるシステムであ
って、さらに、
　前記プレートの前記複数の穴の中へ挿入するためのねじを備えてなる
システム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のシステムであって、さらに、
　骨に対して前記第三の穴の位置を決めるのに使用する前記プレートのモデルを備えてな
る
システム。
【請求項１７】
　請求項１６に記載のシステムにおいて、
　前記モデルにはリブがない
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項１８】
　第一の骨部分と第二の骨部分に跨がるように適合させた長さを有し、上面と、骨に接す
る底面と、前記上面および前記底面を貫いて形成された複数の穴とを有するプレートであ
って、前記複数の穴のうち第一の穴が前記第一の骨部分と整列可能であり、前記第一の穴
は第一の固定部材を受けるように適合させてある、プレートと、
　前記第一の穴から前記プレートの長さ方向に空間的に隔たっていて、前記プレートの底
面より下に凹ませてある第二の穴であって、前記第二の穴を貫いて挿入される第二の固定
部材が前記第一の骨部分から前記第二の骨部分の中へ延び出すように前記第二の穴の軸線
が前記プレートの長手方向軸に対して傾けてあり、前記第二の穴の上方の位置には前記プ
レートを貫く開口が形成されていて、前記第二の固定部材が当該開口を通過して前記第二
の穴の中へ挿入可能である、第二の穴と
を備えてなる整形外科用インプラント。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記第二の穴が前記プレートの前記底面に対して下向きに斜めに延び出したリブに配置
されている
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記リブが前記開口より下に配置されている
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項２１】
　請求項１９または２０に記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記リブが前記プレートの前記底面から外へ延び出している
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項２２】
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　請求項１９～２１のいずれかに記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記リブが前記プレートの長手方向軸に対して３０°と６０°の間の角度で傾いている
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項２３】
　請求項１８～２２のいずれかに記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記第一の穴に前記第一の固定部材と係合するためのねじ切りがしてある
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項２４】
　請求項１８～２３のいずれかに記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記第二の穴の軸線が前記第一の穴の軸線から逸れている
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項２５】
　請求項１８～２４のいずれかに記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記複数の穴のうちの一部の穴が三角形または四辺形の角の所に配置されている
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項２６】
　請求項１８～２５のいずれかに記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記開口が前記プレートの前記上面から前記底面まで達する側壁によって画成されてお
り、前記側壁は、前記開口を通して前記第二の穴の中へ第二の固定部材の挿入を可能とす
る寸法にできている
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記第二の穴が前記第二の固定部材の頭部と接するように適合させた座を含んでなり、
前記第二の固定部材の前記頭部は、前記開口を通って前記座に接するように挿入可能であ
る
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項２８】
　請求項２７に記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記第二の固定部材の前記頭部は、前記座に接するときに前記開口より下に配置される
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項２９】
　請求項１８～２８のいずれかに記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記複数の穴のうちの第三の穴が前記プレートの前記第一の骨部分に対応する側に配置
されており、前記第三の穴は第三の固定部材を受けるように適合させてある
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記複数の穴のうちの第四の穴が前記プレートの前記第二の骨部分に対応する側に配置
されており、前記第四の穴は第四の固定部材を受けるように適合させてある
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【請求項３１】
　請求項３０に記載の整形外科用インプラントにおいて、
　前記第二の穴は前記第一の穴と前記第四の穴の間に配置されている
ことを特徴とする整形外科用インプラント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、整形外科用インプラントの技術分野に関する。
【０００２】
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　より詳細には、本発明は、関節固定術または骨接合術用のプレートに関し、このプレー
トは、２つの骨部分の間を連結して固定するように設計される。
【背景技術】
【０００３】
　当業者には完全に馴染みがあるように、このタイプのプレートは一般に、２つの骨の間
を連結して関節固定を行うために、または、２つの骨片の間を連結して骨接合を行うため
に、ねじを係合するための穴を含む。これは、たとえば、手または足の骨の場合であり、
これ以外の他の使用、特に脊椎の領域での使用を除外する。処置される病状に依存して、
これらのプレートは、略直線形状を有することができるか、または、他の幾何学的形状を
有することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この背景技術から生じる、本発明によって対処される問題の１つは、プレートに固定さ
れた各骨部分の間の連結の引き締めを、正確な方向であり、信頼でき、かつ、効果的な方
法に改良することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　関与する２つの骨部分の間の連結の引き締めを改良する問題を解決するために、本発明
にしたがったプレートは、少なくとも１つのねじが、上記プレートによって規定される平
面に対して約３０°～６０°の間の角度で傾斜するように位置決めするのを可能にする少
なくとも１つの特徴部を有する。
【０００６】
　有利な実施形態にしたがって、特徴部は、３０°～６０°の間の角度で傾斜した領域に
よって形成され、ねじの係合のための穴を有する。傾斜領域は、プレートの切断および変
形部分から生じる。
【０００７】
　別の実施形態において、特徴部は、ねじの係合のために３０°～６０°の間の角度で傾
斜した穴によって形成される。
【０００８】
　解決すべき問題に照らして、特徴部は、ねじが２つの骨部分の引き締めを確実にするよ
うに、プレートの長さ方向において定められた部分上に位置する。
【０００９】
　本発明は、添付の図面を参照して下記により詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】プレートの実施形態の斜視図である。
【図２】プレートの側面図である。
【図３】本発明にしたがったプレートによって、２つの骨部分の間を連結するプレートの
調整およびこれらの骨部分の構成を示す斜視図であり、骨部分は概略的に示されている。
【図４】本発明にしたがったプレートによって、２つの骨部分の間を連結するプレートの
調整およびこれらの骨部分の構成を示す斜視図であり、骨部分は概略的に示されている。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明にしたがって、プレート（１）は、上記プレートによって規定される平面に対し
て３０°～６０°の間の角度αで傾斜するように少なくとも１つのねじ（２）を位置決め
するのを可能にする少なくとも１つの特徴部（１ａ）を有する（図２）。
【００１２】
　１つの実施形態において、特徴部（１ａ）は、プレートの切断および変形部分から生じ
る傾斜領域によって形成される。たとえば、変形は、切断／穴開け工程に続いて行われる
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。この傾斜領域はリブを構成し、これは、ねじ（２）の係合のための穴（１ａ１）を有す
る。傾斜リブ（１ａ）は、下記の記載に説明されるように、係合後に、ねじ（２）が２つ
の骨部分の引き締めを確実にするように、プレートの長さ方向において定められた部分上
に形成される。
【００１３】
　１つの実施形態において、ねじ（２）の角度の方向を、約３０°～６０°の間の角度に
させるために、特徴部（１ａ）は、傾斜した穴によって形成されることができる。このリ
ブを自由に変形することが可能である場合には、リブ（１ａ）は、処置される病状に依存
して角度を自在に変更することができることに留意されたい。言い換えると、角度は、手
術室内で適切な器具で数度だけ執刀医が直接調節することができる。
【００１４】
　図３および４を参照すると、これらは、２つの骨部分（０１）および（０２）の間を連
結するプレート（１）の位置決めを示す。
【００１５】
　－骨切り術後に、プレートのモデルは、リブを有さないが、このリブの位置を決定する
のを可能にする。
【００１６】
　－リブの位置を決定して、執刀医は、適切なやすりで、対応する窪みを作る。
【００１７】
　－リブ付プレートを適所に置いた後に、執刀医は、１つまたは２つのねじ（３）を、関
節固定術の骨接合術部位で、リブの脇に取り付ける。一時固定用のピンを、場合により、
適切な穴に位置決めすることができる。
【００１８】
　－次いで、ねじ（２）は、骨折部位を引き締めるためにリブ（１ａ）の穴（１ａ１）に
係合する。
【００１９】
　－ひとたび引き締められると、執刀医は、１つまたはそれ以上の他の固定ねじ（３）を
ねじ込むことができ、一時保持ピンを取り外すことができる。
【００２０】
　公知のように、このプレート（１）は、図３および４に見ることができるように、骨部
分（０１）および（０２）内にねじ込まれる固定ねじ（３）の係合のために滑らかな且つ
／またはねじ山を切った穴（１ｂ）を有する。
【００２１】
　同様に、このプレート（１）は、上記プレート（１）の一時的な固定を確実にするため
にピンを挿入するために少なくとも１つの空洞部（１ｃ）を有することができる。プレー
ト（１）は、有利なことに、骨部分の一方（０１）内にピンを挿入するための空洞部（１
ｃ）と、他方の骨部分（０２）内に別のピンを挿入するための別の空洞部（１ｄ）と、を
有することができる。
【００２２】
　所望の引き締め効果を考慮して、上記に示されるように、空洞部（１ｃ）は円形穴によ
って形成され、その直径はピン（４）の直径に実質的に対応し、他方の空洞部（１ｄ）は
楕円形のスロットによって形成されることができる。
【００２３】
　したがって、これらの配置は、ねじ込み中にプレート（１）の下で骨が摺動するのを可
能にし、同時に、概してプレートの軸に沿う、正確な方向への引き締めを確実にする。ピ
ンは、いずれの公知のものであり、当業者には馴染みのある適切なタイプである。
【００２４】
　プレート（１）は、異なる幾何学的形状を有することができ、特に穴（１ａ）は、全体
にまたは部分的に、三角形または不等辺四辺形の頂点に沿って、整列配置されることがで
きるか、または、配列されることができる。三角形または不等辺四辺形にねじをこのよう



(7) JP 5696268 B2 2015.4.8

に配列することは、固定具の安定性を改良する。
【００２５】
　プレート（１）は、その幾何学的形状にかかわらず、骨の湾曲に適合するために長手方
向に曲げることができ、それによって、ねじ（２）が互いの間を連結する角度を形成する
のを可能にすることにもまた留意されたい。
【００２６】
　利点は、記載から明らかである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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